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■他⇨その他　■問⇨問い合わせ　■HP⇨ホームページ　■Ｅ⇨Ｅメール　■Ｆ⇨ファクス

北部地域の地域内交通を変更
　北部地域デマンド型交通実証実験として運行していた乗合タクシーの運
行を終了し、ワゴン車による巡回交通（プチバス）の実証運行を開始しま
す。
切替時期／デマンド型交通最終運行日：６月30日㈫
　　　　　プチバス運行開始予定日：７月１日㈬　
■所調布市北部地域
■問地域交通課☎042－481－7420

郵便等投票制度のご利用を
　重度の障害などで投票所に行くことが困難な場合、自宅や療養先などで
投票用紙に記入し、郵送で投票できます。「郵便等投票証明書」をお持ち
の方には、選挙が近づいたら郵便等投票制度の案内をお送りします。
■対郵便や信書便による不在者投票ができる方／表の区分１に該当する方
（投票用紙には必ず本人が記入）
代理記載が認められる方／表の区分いずれかに該当し、かつ自分で字が書
けない方。あらかじめ調布市選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」（選
挙権を有する方）１人が代筆　

■申■問郵便等投票証明書の交付を希望する場合は、電話で選挙管理委員会事
務局へ。なお、郵便等投票制度の利用を希望する場合は、請求書に郵便等
投票証明書（原本）を添えて、７月１日㈬（必着）までに郵送で〒182－
8511市役所選挙管理委員会事務局☎042－481－7381

７月５日㈰は調布市長選挙投票日

区　　分 障害名など 等級など

身体障害者手帳を
お持ちの方

１

両下肢・体幹・移動機能の障害 １・２級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
・直腸・小腸の障害

１・３級

免疫・肝臓の障害 １～３級
２ 上肢または視覚の障害 １級

戦傷病者手帳を
お持ちの方

１
両下肢・体幹の障害

特別項症～
第２項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
・直腸・小腸・肝臓の障害

特別項症～
第３項症

２ 上肢または視覚の障害
特別項症～
第２項症

介護保険被保険者
証をお持ちの方

１
被保険者証の「要介護状態区分等」
の欄

要介護５

令和８年春の叙勲
　社会の広い分野における長年のご功績により、市内在住の次の方々が受
章されました（敬称略・順不同）。
春の叙勲
瑞宝中綬章　　石川　晃弘　　須江　雅彦
瑞宝双光章　　鈴木　　博　　山本　純夫
危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章　　太田　市男　　佐田　元則
瑞宝単光章　　小宮　和幸　　髙橋　秀基
 （総務課）

※車いすや手話通訳を希望する場合は要事前相談

第１回環境保全審議会　
■日５月26日㈫午前10時～正午（受付９時45分～）
■所教育会館３階301～303研修室　■定当日先着５人程度
■問環境政策課☎042－481－7086
第１回公共交通活性化協議会
■日５月27日㈬午前10時～11時30分（受付10時）
■所文化会館たづくり12階大会議場
■定当日先着10人
■問地域交通課☎042－481－7420
第１回高齢者福祉推進協議会
■日６月18日㈭午後６時30分～８時30分（受付６時10分～）
■所文化会館たづくり12階大会議場
■定当日先着５人
■問高齢者支援室☎042－481－7149

市HP

Ⓐ調布市景観計画（素案）
意見の提出（案の公開）期間／６月１日㈪（必着）まで　
意見の提出先・問い合わせ／〒182－8511市役所７階まちづくり推進課
☎042－481－7442■Ｆ042－481－6800■Ｅ tikubetu@city.chofu.lg.jp　

Ⓑ調布市防災･スポーツレクリエーション推進地区内における
　建築物の制限の緩和等に関する条例（案）
意見の提出（案の公開）期間／６月12日㈮（必着）まで　
意見の提出先・問い合わせ／〒182－8511市役所７階まちづくり推進課
☎042－481－7453■Ｆ042－481－6800■Ｅ tikubetu@city.chofu.lg.jp

市HP

ⒶⒷ共に
案の公開場所／意見の提出先、図書館・公民館などの公共施設、市■HP
意見の提出方法／
持参（平日のみ）または郵送・FAX・Ｅメール・市■HPの専用フォームに案
件名、住所、氏名、意見を明記し、期限までに提出先に提出（各公共施設
の意見提出箱にも提出可）　
提出意見と市の考え方の公表／８月頃に市■HPなど

物価高対応子育て応援手当申請期限延長
■対①勤務先から令和７年９月分の児童手当が支給された公務員
　② 勤務先から令和７年９月１日～令和８年３月31日に生まれた子どもの
児童手当が支給された公務員

　③ 令和７年９月分の児童手当受給者の配偶者であって、令和７年10月１
日～令和８年３月31日に離婚などにより新たに児童手当の受給者とな
った方。ただし、前の受給者から金銭などを受け取っていた場合など
は除く。詳細は要問い合わせ

申請期限／５月29日㈮（必着）
支給額／子ども１人につき２万円
■申原則電子申請。電子申請が難しい方は申請書（市■HPから印刷
可）を提出（郵送可）。詳細は市■HP参照
■問子ども育成課☎042－481－7093 市HP
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